
生駒市規則第３１号 

 生駒市生涯学習施設等の使用料等に関する規則の一部を改正する規則をここに

公布する。 

  平成２８年９月２６日 

生駒市長 小 紫 雅 史    

 

   生駒市生涯学習施設等の使用料等に関する規則の一部を改正する規則 

 生駒市生涯学習施設等の使用料等に関する規則（平成２４年６月生駒市規則第

２１号）の一部を次のように改正する。 

 別表第２の４の表中「フルコンサートグランドピアノ」を「フルコンサートグ

ランドピアノ（たけまるホールに係るものを除く｡)」に、「コンサートグランド

ピアノ」を「フルコンサートグランドピアノ（たけまるホールに係るもの）」に

改める。 

   附 則 

この規則は、平成２８年９月２７日から施行する。 

 

 


